
  

広島県「減らそう犯罪」推進会議規約の一部改正（案）について 

                                     

 

 

 

 

 

 

１ 改正内容 
  広島県「減らそう犯罪」推進会議の構成団体への 

「特定非営利活動法人 広島県生活安全防犯協会」の新規加入 

 

２ 改正箇所 

   第３条第１項第１号 別紙1（第3条関係） 

 

３ 規約改正（案）新旧対比表 

 

現   行 改  正 (案) 

第3条 推進会議は，次に掲げる者により構成する。 

（１） （略） 

（２） （略） 

（３） （略） 

（４） （略） 

 

第3条 推進会議は，次に掲げる者により構成する。 

（１） （略） 

（２） （略） 

（３） （略） 

（４） （略） 

 

別紙1（第3条関係） 
 

区  分 団体・機関等 備考 

県 民 （略）  

事業者 （略）  

防犯ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

公益社団法人 広島県防犯連合会 

広島県少年補導協助員連絡協議会連合会 

 

 

学校・ＰＴＡ （略）  

行政 国 （略）  

市 町 （略）  

広島県  （略）  

（略）  

（略）  

別紙1（第3条関係） 

 

 

区  分 団体・機関等 備考 

県 民 （略）  

事業者 （略）  

防犯ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

公益社団法人 広島県防犯連合会 

広島県少年補導協助員連絡協議会連合会 

特定非営利活動法人 広島県生活安全防犯協会 

 

学校・ＰＴＡ （略）  

行政 国 （略）  

市 町 （略）  

広島県 （略）  

（略）  

（略）  

   附 則 

この規約は，平成2６年１１月１７日から施行する。 

 

 

資料４ 


